
様式第２号（第７条関係） 

処分基準整理票 

処分の内容  保険給付額の減額 

根 拠 法 令 

及 び 条 項 
 介護保険法第６９条 

処
分
基
準 

■ 有（第６条において準用する第４条第１項に該当する場合を含む。） 

□ 無（根拠：第６条において準用する第４条第２項第 号に該当） 

公表 ■ する □ しない（公表しない場合の根拠：第７条第４項第 号に該当） 

【内容】（※処分基準を公表する場合のみ記載すること。） 

法令等の規定において、当該処分等の判断基準が具体的かつ明確に定め尽くされ

ているため、設定しません。 

 

※別紙のとおり 

処 分 基 準 

設定年月日 
平成１２年４月１日 

処 分 基 準

最終変更年月日 
平成３０年８月１日 

所管部署 健康福祉部 長寿支援課 

備考   

  注 許認可等をするかどうかの判断基準が法令又は条例等において具体的に規定し尽

くされているため処分基準を設定する必要がない場合は、その旨及び当該法令の定め

を処分基準の内容欄に記載すること。 



（別紙） 

介護保険法 

（保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例） 

第六十九条 市町村は、要介護認定、要介護更新認定、第二十九条第二項において準用す

る第二十七条第七項若しくは第三十条第一項の規定による要介護状態区分の変更の

認定、要支援認定、要支援更新認定、第三十三条の二第二項において準用する第三十

二条第六項若しくは第三十三条の三第一項の規定による要支援状態区分の変更の認

定（以下この項において単に「認定」という。）をした場合において、当該認定に係

る第一号被保険者である要介護被保険者等について保険料徴収権消滅期間（当該期間

に係る保険料を徴収する権利が時効によって消滅している期間につき政令で定める

ところにより算定された期間をいう。以下この項において同じ。）があるときは、厚

生労働省令で定めるところにより、当該要介護被保険者等の被保険者証に、当該認定

に係る第二十七条第七項後段（第二十八条第四項及び第二十九条第二項において準用

する場合を含む。）、第三十条第一項後段若しくは第三十五条第四項後段又は第三十

二条第六項後段（第三十三条第四項及び第三十三条の二第二項において準用する場合

を含む。）、第三十三条の三第一項後段若しくは第三十五条第二項後段若しくは第六

項後段の規定による記載に併せて、介護給付等（居宅介護サービス計画費の支給、特

例居宅介護サービス計画費の支給、介護予防サービス計画費の支給及び特例介護予防

サービス計画費の支給、高額介護サービス費の支給、高額医療合算介護サービス費の

支給、高額介護予防サービス費の支給及び高額医療合算介護予防サービス費の支給並

びに特定入所者介護サービス費の支給、特例特定入所者介護サービス費の支給、特定

入所者介護予防サービス費の支給及び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を

除く。）の額の減額を行う旨並びに高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス

費、高額介護予防サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費並びに特定入所者

介護サービス費、特例特定入所者介護サービス費、特定入所者介護予防サービス費及

び特例特定入所者介護予防サービス費の支給を行わない旨並びにこれらの措置がと

られる期間（市町村が、政令で定めるところにより、保険料徴収権消滅期間に応じて

定める期間をいう。以下この条において「給付額減額期間」という。）の記載（以下

この条において「給付額減額等の記載」という。）をするものとする。ただし、当該

要介護被保険者等について、災害その他の政令で定める特別の事情があると認めると

きは、この限りでない。 

２ 市町村は、前項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等について、

同項ただし書の政令で定める特別の事情があると認めるとき、又は給付額減額期間が

経過したときは、当該給付額減額等の記載を消除するものとする。 

３ 第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受

けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用

した居宅サービス（これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。）、

地域密着型サービス（これに相当するサービスを含む。以下この条において同じ。）、

施設サービス、介護予防サービス（これに相当するサービスを含む。以下この条にお

いて同じ。）及び地域密着型介護予防サービス（これに相当するサービスを含む。以

下この条において同じ。）並びに行った住宅改修に係る次の各号に掲げる介護給付等



について当該各号に定める規定を適用する場合（第四十九条の二又は第五十九条の二

の規定により読み替えて適用する場合を除く。）においては、これらの規定中「百分

の九十」とあるのは、「百分の七十」とする。 

一 居宅介護サービス費の支給 第四十一条第四項第一号及び第二号並びに第四十三条第

一項、第四項及び第六項 

二 特例居宅介護サービス費の支給 第四十二条第三項並びに第四十三条第一項、第四項

及び第六項 

三 地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の二第二項各号並びに第四十三条第一

項、第四項及び第六項 

四 特例地域密着型介護サービス費の支給 第四十二条の三第二項並びに第四十三条第一

項、第四項及び第六項 

五 施設介護サービス費の支給 第四十八条第二項 

六 特例施設介護サービス費の支給 第四十九条第二項 

七 介護予防サービス費の支給 第五十三条第二項第一号及び第二号並びに第五十五条第

一項、第四項及び第六項 

八 特例介護予防サービス費の支給 第五十四条第三項並びに第五十五条第一項、第四項

及び第六項 

九 地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の二第二項第一号及び第二号並び

に第五十五条第一項、第四項及び第六項 

十 特例地域密着型介護予防サービス費の支給 第五十四条の三第二項並びに第五十五条

第一項、第四項及び第六項 

十一 居宅介護福祉用具購入費の支給 第四十四条第三項、第四項及び第七項 

十二 介護予防福祉用具購入費の支給 第五十六条第三項、第四項及び第七項 

十三 居宅介護住宅改修費の支給 第四十五条第三項、第四項及び第七項 

十四 介護予防住宅改修費の支給 第五十七条第三項、第四項及び第七項 

４ 第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受

けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用

した居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域

密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る前項各号に掲げる介護給付等

について当該各号に定める規定を適用する場合（第四十九条の二第一項又は第五十九

条の二第一項の規定により読み替えて適用する場合に限る。）においては、第四十九

条の二第一項又は第五十九条の二第一項の規定により読み替えて適用するこれらの

規定中「百分の八十」とあるのは、「百分の七十」とする。 

５ 第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受

けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に利用

した居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域

密着型介護予防サービス並びに行った住宅改修に係る第三項各号に掲げる介護給付

等について当該各号に定める規定を適用する場合（第四十九条の二第二項又は第五十

九条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合に限る。）においては、第四十

九条の二第二項又は第五十九条の二第二項の規定により読み替えて適用するこれら

の規定中「百分の七十」とあるのは、「百分の六十」とする。 



６ 第一項の規定により給付額減額等の記載を受けた要介護被保険者等が、当該記載を受

けた日の属する月の翌月の初日から当該給付額減額期間が経過するまでの間に受け

た居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス及び地域密

着型介護予防サービスに要する費用については、第五十一条第一項、第五十一条の二

第一項、第五十一条の三第一項、第五十一条の四第一項、第六十一条第一項、第六十

一条の二第一項、第六十一条の三第一項及び第六十一条の四第一項の規定は、適用し

ない。 


